
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  原発賠償金の取扱い 

Ｑ：原発事故により受け取った賠償金は、

所得税法上、どのように取り扱われるのです

か？ 

 

Ａ：次のような取扱いになることが確認さ

れています。 

【解説】 

原発事故により被害を受け、賠償金を受け

取った場合の所得税の取扱いが、さきごろ国

税庁から明らかにされました。 

内容は次のとおりです。 

 【避難対象者に対する賠償金(事業に関するも

のを除く) 】 

   ①避難生活等による精神的損害、避難・帰宅

費用、一時立入費用、生命・身体的損害、

検査費用(人)、家事用の資産に係る検査費

用(物)として支払われる賠償金は、非課税

所得に該当し、所得税の課税関係は生じな

い。 

②就労不能損害として支払われる賠償金の

うち、給与等の減収分に対する賠償金（転

居費用及び通勤費増加額として支払われる

部分を除く）は、一時所得の対象になる。 

【個人事業に対する賠償金】 

 ①営業損害、業務用の資産又は棚卸資産に

係る検査費用(物)として支払われる賠償金

は、事業所得等の収入金額となる。 

②収入金額として算入すべき時期は、原則、

賠償金の合意が成立したときとなるが、継

続して、その補償対象期間に応じそれぞれ

の年分の事業所得等に算入しているときは、

これが認められる。 
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